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議案第１１４号 

八潮市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正す

る条例 

 

１ 趣 旨 

  市民の利便性の向上を図るため、個人番号を利用することができる事務と

してこども医療費の支給に関する事務等を追加する等するための改正 

 

２ 内 容 

 ⑴ 市が独自に個人番号を利用することができる事務及び同一機関が保有す

る特定個人情報を利用することができる事務として以下の事務を追加す

る。 

  ① こども医療費の支給に関する事務 

  ② ひとり親家庭等の医療費の支給に関する事務 

  ③ 重度心身障害者の医療費の支給に関する事務 

 ⑵ 規定の整備 

 

３ 施行期日 

  令和６年１０月１日 
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議案第１１５号 

議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例 

 

１ 趣 旨 

職員の給与の改定を考慮し、議会の議員の期末手当の支給割合を改定する

ための改正 

 

２ 内 容 

  総支給割合を０．１０月分引上げとし、令和５年度は１２月期の支給割合

を、令和６年度以降は６月期及び１２月期の支給割合を、それぞれ次のとお

りとする。 

 ６月期 １２月期 総支給割合 

令和５年度（現行） ２．２００ ２.２００ ４.４０（月分） 

令和５年度（改定後） 改定なし ２.３００ ４.５０（月分） 

令和６年度以降 ２．２５０ ２.２５０ ４.５０（月分） 

 

３ 施行期日等 

⑴ 施行期日 

  令和５年度分は公布の日、令和６年度以降分は令和６年４月１日 

⑵ 適用日 

   令和５年度分は、令和５年１２月１日 
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議案第１１６号 

市長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例 

 

１ 趣 旨 

職員の給与の改定を考慮し、市長、副市長及び教育長の期末手当の支給割

合を改定するための改正 

 

２ 内 容 

  総支給割合を０．１０月分引上げとし、令和５年度は１２月期の支給割合

を、令和６年度以降は６月期及び１２月期の支給割合を、それぞれ次のとお

りとする。 

 ６月期 １２月期 総支給割合 

令和５年度（現行） ２．２００ ２.２００ ４.４０（月分） 

令和５年度（改定後） 改定なし ２.３００ ４.５０（月分） 

令和６年度以降 ２．２５０ ２.２５０ ４.５０（月分） 

 

３ 施行期日等 

⑴ 施行期日 

 令和５年度分は公布の日、令和６年度以降分は令和６年４月１日 

 ⑵ 適用日 

   令和５年度分は、令和５年１２月１日 
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議案第１１７号 

八潮市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 

１ 趣 旨 

  国家公務員の人事院勧告を考慮し、職員の給与を改定する等するための改

正 

 

２ 内 容 

⑴ 給料表の改定（一般行政職） 

民間の初任給との間に差があることを踏まえ、初任給の引上げを行うと

ともに、若年層に重点を置き、改定を行う。 

 引上げ額 改定率 

全体（平均）       ２，６９０円 ０．７８％ 

       １級（平均）    ７，３７３円 ３．５４％ 

       ２級（平均）      ３，２４２円 １．２１％ 

       ３級（平均）      ２，４３０円 ０．７６％ 

       ４級（平均）      ２，３５４円 ０．６９％ 

       ５級（平均）      １，９６１円 ０．５４％ 

       ６級（平均）        １，７４３円 ０．４４％ 

       ７級（平均）        １，７０８円 ０．４１％ 

       ８級（平均）        １，６１３円 ０．３６％ 

⑵ 期末手当・勤勉手当の改定 

総支給割合を０．１０月（再任用職員及び任期付短時間勤務職員は０．

０５月）分引上げとし、令和５年度は１２月期の支給割合を、令和６年度

以降は６月期及び１２月期の支給割合を、それぞれ次のとおりとする。 

① 再任用職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員（一般職員） 

  ６月期 １２月期 計 総支給割合 

令和５年度 

（現行） 

期末手当 １．２００ １．２００ ２．４００ ４.４０

（月分） 勤勉手当 １．０００ １．０００ ２．０００ 

令和５年度 

（改定後） 

期末手当 改定なし １．２５０ ２．４５０ ４.５０

（月分） 勤勉手当 改定なし １．０５０ ２．０５０ 

令和６年度 

以降 

期末手当 １．２２５ １．２２５ ２．４５０ ４.５０

（月分） 勤勉手当 １．０２５ １．０２５ ２．０５０ 

② 再任用職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員（指定職員） 

  ６月期 １２月期 計 総支給割合 

令和５年度 

（現行） 

期末手当 １．０００ １．０００ ２．０００ ４.４０

（月分） 勤勉手当 １．２００ １．２００ ２．４００ 
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令和５年度 

（改定後） 

期末手当 改定なし １．０５０ ２．０５０ ４.５０

（月分） 勤勉手当 改定なし １．２５０ ２．４５０ 

令和６年度 

以降 

期末手当 １．０２５ １．０２５ ２．０５０ ４.５０

（月分） 勤勉手当 １．２２５ １．２２５ ２．４５０ 

  ③ 再任用職員及び任期付短時間勤務職員（一般職員） 

  ６月期 １２月期 計 総支給割合 

令和５年度 

（現行） 

期末手当 ０．６７５ ０．６７５ １．３５０ ２.３０

（月分） 勤勉手当 ０．４７５ ０．４７５ ０．９５０ 

令和５年度 

（改定後） 

期末手当 改定なし ０．７００ １．３７５ ２.３５

（月分） 勤勉手当 改定なし ０．５００ ０．９７５ 

令和６年度 

以降 

期末手当 ０．６８７５ ０．６８７５ １．３７５ ２.３５

（月分） 勤勉手当 ０．４８７５ ０．４８７５ ０．９７５ 

④ 再任用職員及び任期付短時間勤務職員（指定職員） 

  ６月期 １２月期 計 総支給割合 

令和５年度 

（現行） 

期末手当 ０．５７５ ０．５７５ １．１５０ ２.３０

（月分） 勤勉手当 ０．５７５ ０．５７５ １．１５０ 

令和５年度 

（改定後） 

期末手当 改定なし ０．６００ １．１７５ ２.３５

（月分） 勤勉手当 改定なし ０．６００ １．１７５ 

令和６年度 

以降 

期末手当 ０．５８７５ ０．５８７５ １．１７５ ２.３５

（月分） 勤勉手当 ０．５８７５ ０．５８７５ １．１７５ 

⑶ 給与から控除できるものの整備 

職員住宅の使用料を削除する。 

 

３ 施行期日等 

⑴ 施行期日 

 公布の日。ただし、２⑵の令和６年度以降に係る部分は、令和６年４月

１日 

 ⑵ 適用日 

 ２⑴は令和５年４月１日、２⑵の令和５年度に係る部分は令和５年１２

月１日 
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議案第１１８号 

八潮市こども医療費支給に関する条例の一部を改正する条例 

 

１ 趣 旨 

  こども医療費の支給対象を拡大する等するための改正 

 

２ 内 容 

 ⑴ こども医療費の支給対象年齢を拡大する。 

現 行 満１５歳に達する日以後の最初の３月３１日まで 

↓  

改正後 満１８歳に達する日以後の最初の３月３１日まで 

 ⑵ 支給対象となる医療費から除かれるものに食事療養標準負担額を加え

る。 

 

３ 施行期日等 

 ⑴ 施行期日 

   令和６年４月１日 

 ⑵ 経過措置 

   改正後の規定は、施行日以後の医療に係る医療費の支給について適用し、

施行日前の医療に係る医療費の支給については、なお従前の例による。 

 ⑶ 準備行為 

   施行日においてこども医療費の支給の対象となる者は、施行日前におい

ても、こども医療費受給資格の登録を申請することができる。この場合に

おいて、市長は、申請の内容の審査、受給資格の認定、受給資格者として

の登録及び受給資格証の交付をすることができる。 
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議案第１１９号 

八潮市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例 

 

１ 趣 旨 

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支

援施設等の運営に関する基準の一部改正に伴い、引用条項の整備等をするた

めの改正 

 

２ 内 容 

⑴ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法

律（認定こども園法）の一部改正に伴う引用条項の整備 

     改正前     改正後 

    同条第９項 → 同条第１０項 

⑵ 規定の整備 

特別利用保育等に係る読替規定の整備 

 

３ 施行期日 

  公布の日 
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議案第１２０号 

八潮市勤労者福祉・スポーツセンター設置及び管理条例の一部を改正する条

例 

 

１ 趣 旨 

  八潮市勤労者福祉・スポーツセンター内に設置しているふるさとハローワ

ークの市役所新庁舎への移転を踏まえ、八潮市勤労者福祉・スポーツセンタ

ーに講習室を設置するための改正 

 

２ 内 容 

講習室の使用に係る使用料の追加 

施設の名称 
使用料 

午前９時～１２時 午後１時～５時 午後６時～９時 午前９時～午後９時 

講習室 １，１００円 １，４００円 １，６００円 ３，７００円 

 

３ 施行期日等 

⑴ 施行期日 

   令和６年４月１日 

⑵ 準備行為 

講習室の使用に係る利用の許可その他の必要な行為は、この条例の施行

日前においても行うことができる。 
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議案第１２１号 

八潮市下水道条例の一部を改正する条例 

 

１ 趣 旨 

  下水道使用料の額を改定する等するための改正 

 

２ 内 容 

  額の改定及び排除量の区分の変更            （単位：円） 

種類 区分 現行 改定後 差額 

一般汚水 基本料金 8㎥以下の分 750 825 75 

超過料金 

1㎥につき 

8㎥を超え 10㎥以下の分 55 61 6 

10㎥を超え 20㎥以下の分 94 103 9 

20㎥を超え 30㎥以下の分 96 106 10 

30㎥を超え 50㎥以下の分 99 109 10 

50㎥を超え 100㎥以下の分 106 117 11 

100㎥を超え 200㎥以下の分 112 123 11 

200㎥を超え 500㎥以下の分 141 155 14 

500㎥を超え 100,000㎥未満の分 153 － － 

500㎥を超え 300,000㎥未満の分 － 168 － 

大口

汚水 

現行 1㎥につき（100,000㎥以上であるもの） 102 － － 

改定後 1㎥につき（300,000㎥以上であるもの） － 103 － 

 

３ 施行期日等 

 ⑴ 施行期日 

   令和６年７月１日 

⑵ 経過措置 

① 施行日前から施行日以後にかけて使用している公共下水道の使用に係

る使用料の算定において、施行日以後最初の認定日が令和６年７月３１

日以前である場合の当該使用料の算定については、改正前の第２７条第

２項の規定を適用して、これを行うものとする。 

② 施行日前から施行日以後にかけて使用している公共下水道の使用に係

る使用料の算定において、施行日以後最初の認定日が令和６年８月１日

以後である場合の当該使用料の算定については、当該認定日に係る汚水

排除量を２で除したもの（以下「分割汚水排除量」という。）に改正前の

第２７条第２項の規定を適用して得られた額と分割汚水排除量に改正後

の第２７条第２項の規定を適用して得られた額とを合わせた額を当該認

定日に係る使用料として、これを行うものとする。 

 

現行 

改定後 
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議案第１２２号 

八潮市市営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例 

 

１ 趣 旨 

  配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部改正に伴

い、引用条項の整備等をするための改正 

 

２ 内 容 

⑴ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部改正に

伴う引用条項の整備 

    改正前           改正後 

  第１０条第１項 → 第１０条第１項又は第１０条の２ 

 ⑵ 規定の整備 

 

３ 施行期日 

令和６年４月１日 

 


